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第１号様式（第５条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業計画書 

 

１．申請者の概要 

１ 
区 分 
（いずれかに○） 

個人   
・ 

  法人（団体） 

※法人（団体）の場合は記入してください。 

フリガナ こおりやまかぶしきがいしゃ 

法人 （団体）名 郡山株式会社 

２ 

氏 名 
（法人 （団体）の場

合、代表者の役職

も記載） 

役 職 代表取締役 

フリガナ こおりやま たろう 

氏 名 郡山 太郎 

３ 
住 所 又 は 
所 在 地 

〒963‐●●●● 

郡山市朝日●丁目●番●号 

４ 連 絡 先 
電話番号 024－9●●‐●●●● 

メールアドレス ▲▲▲＠×××.co.jp 

５ 
資 本 金 
（法人 （団体）の場

合は記入） 

●●●円 

６ 
事 業 経 験 
（いずれかに○） 

あり 
あ
り
の
場
合 

事業内容（概要） 

なし （例）●●町で５年間カフェを
経営。 

 

２．利活用事業内容 

１ 店舗 （予定）名 ●●●● 

２ 業 種 飲食サービス業 ３ 
利活用事業開始
（ 予 定 ） 日 

令和●年 ●月 ●日 

４ 
利 活 用 事 業 
内 容 

（例）コーヒーと軽食等を提供するカフェ 

５ 
営 業 時 間 ・ 
定 休 日 等 

営業日時 ：月～木、土
（祝日は営業）11時～
15 時 
定休日 ：金、日 （定休
日が祝日と重複する
場合は翌営業日） 

６ 
従業員数 
（申請者本人

は除く。） 

正規従業員数 ２名 
パート・アルバイト ３名 
合計 ５名 

※正規、非正規従業員数等のそれぞれの人数を記入 

７ 事 業 計 画 

（例）１年目はコーヒーと軽食を提供し、２年目以降は焼き菓子等の
販売も行いたい。 
 
※「２年以上事業を継続すること」を条件としておりますので、２年
以上の計画を記載ください。 

８ 
補 助 金 
活 用 理 由 

例）駅前に賑わいを取り戻すため、空き家をリノベーションした誰で
も気軽に入れるカフェを始めたいと思っていたため。 

 

記載例 
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３．申請内容 

１ 
これまでに 
支払われた 
本補助金の額 

あり 
 
・ 
 

なし 

あ
り
の
場
合
に
記
入 

最終補助金交付決定日 
（決定通知文書番号） 

令和●年 ●月 ●日 
（●郡都第●●号） 

補助金交付合計月数 6 月 

補助金交付合計額 180,000 円 

２ 
活 用 物 件 の 
所 在 地 

〒963-●●●● 

郡山市●●町●●丁目●番●号 

３ 
賃 貸 借 契 約 
締 結 日 

令和●年  ●月  ●日 

４ 賃 借 料 

家賃 

対象月 
支払月 

月額 
（税抜） 

（Ａ）×1/2 限度額 
（Ｂ）か（Ｃ）の 

いずれか少ない方 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 

５月 ４月 80,000 円 40,000 円 

30,000 円 

30,000 円 

６月 ５月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

７月 ６月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

８月 ７月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

９月 ８月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

10 月 ９月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

11 月 10 月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

12 月 11 月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

１月 12 月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

２月 １月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

３月 ２月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

４月 ３月 80,000 円 40,000 円 30,000 円 

５ 
補 助 金 交 付 申 請 額（ （ Ｄ ） の 合 計 額）
※100 円未満は切り捨て 

（Ｅ） 360,000 円 

 

※「支払月」は契約等において定められた家賃の支払日の属する月を記入してください。 

※ 利活用事業の開始した日の翌月から 24 か月分が対象となります。 

（例）開始日が 10月の場合の申請対象月数（翌月分の家賃を前月に支払う場合） 

当該年度：11 月分家賃（10 月支払）～翌年４月分家賃（翌年３月支払）の６か月分 

     翌 年 度：５月分家賃（４月支払）～翌年４月分家賃（３月支払）の 12 か月分 

翌々年度：５月分家賃（４月支払）～10 月分家賃（９月支払）までの６か月分 

合計 24 か月分 

※ 会計年度（４月１日～翌年３月 31 日）ごとに申請が必要になります。２年度目以降の申請が

遅れると、上限である 24 か月分の交付を受けられない場合があります。 

※ 交付決定前に支払った賃借料は対象外になります。 


